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１ 審査請求の審査手続の概要 

 

審 査 請 求 人 側 委  員  会 処 分 者 側 

審査請求書（様式 3号） 

 

代理人･補佐人選任届出書 

（様式 1号・2号）§3・§4 

 

 

 

 

 

 

 

 

反論書§11 

準備書面 

 

 

 

 

証拠申出書（様式 5号） 

証人申出書（様式 6号） 

鑑定申出書（様式 8号） 

§12・§17 

 

 

審査請求取下書 
取下げ 

(様式 9号）§21 

 

 

裁決書の正本 

審査請求  (1)§8 

事務局受付 

 

(補正)(2) 

     委 員 会 §9 

却下 (3)  (4) 

  受  理 

                  副本送付 

 

 

答 弁 書 

  

反 論 書 

  

準備書面 

§25            (5) 

書面審理 

準備手続 

§24   審理期日・ 

争点整理・ 

証拠方法等 

(6)                   (6) 

    (5) 

口頭審理 

§22   冒頭陳述 

証人尋問 

(7)     最終陳述 

    (8) 

裁 決 §29 

(9)    処分の       (9) 

承認・修正・取消し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答弁書§11 

代理人・補佐人選任届出書 

（様式 1号・2号） 

準備書面 

 

 

 

 

証拠申出書（様式 5号） 

証人申出書（様式 6号） 

鑑定申出書（様式 8号） 

§12・§17 

 

 

 

 

 

 

裁決書の正本 
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(1)  審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、

審査請求書（様式３号）に辞令、処分説明書の写し等を添付して人事委員会に

提出しなければなりません。必要がある場合には、代理人や補佐人を選任する

ことができます。 

なお、審査請求についての書面は、すべて２通（正副各１通ずつ）提出して

ください。 

 

(2)  審査請求書に不備な点がある場合には、補正していただきます。 

 

(3)  審査請求日が上記(1)の３月を徒過していた場合や、審査請求事項が不利益

処分に当たらない場合には、その審査請求は却下されます。 

 

(4)  審査請求が受理された場合には、通常、人事委員会の委員と事務局長に審

査委任され、うち１名が審査長として、以後の審理を進めていきます。審査

長・審査員の氏名は、受理された旨とあわせて当事者に通知します。 

 

(5)  審理の方法には、書面審理と口頭審理（公開・非公開）とがあります。書面

審理は、当事者双方が書面で主張と証拠を提出し、交換することのみによって

行います。口頭審理は、当事者双方が審理の場で同席し、当事者の陳述や証人

の証言等によって行います。 

 

(6)  当事者は、審理が終了するまで、いつでも証拠（書証、人証）の申出等を

することができます。 

 

(7)  審査請求人は、裁決があるまで、いつでも審査請求を取り下げることがで

きます。 

 

(8)  裁決は、人事委員会の会議で３人の委員による十分な合議により決定します。 

 

(9)  裁決の結果は、当事者に書面で通知します。人事委員会は、必要がある場

合には、処分者（任命権者）に対して必要な措置を執るように指示します。 

 

○  なお、口頭審理（公開）が行われている場合において、その審理期日について報道

機関等から人事委員会に取材や問合せがあったときには、人事委員会において回答し

ます。 

また、審査請求が提起されているかどうかについて報道機関から人事委員会に取材

があったときには、人事委員会において回答することがあります。 


